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令和７年12月18日（木） 

 

 ○ 出 席 委 員 

   委 員 長   高 瀬 かおる 

   副 委 員 長   はぎの 英 輔 

   委 員   対 馬 ふみあき 

            寺 嶋 たけし 

            小 坂 まさ代 

            皆 川 りうこ 

            田 中 政 義 

   議 長   尾 沢 しゅう 

   副 議 長   星   いつろう 

 

 ○ 審 査 事 項 

   １ 追加議案について 

   ２ 12月18日の流れ等について 

   ３ その他 

   ４ 議事日程（追加日程）について 

   ５ その他 

   ６ 委員会提出議案について 

   ７ 議事日程（追加日程）について 

   ８ 令和８年度議会年間予定について 

   ９ その他 

   10 次回の議会運営委員会について 



－ １ － 

午前９時31分開会 

○高瀬委員長  おはようございます。ただいまより議会運営委員会を開会いたします。本日もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

ではまず最初に、議長から御挨拶をお願いいたします。 

○尾沢議長  皆さん、おはようございます。本日、定例会最終日となっておりますが、市長部局のほうか

ら追加議案という形で提出がありましたので、こちらを含めて本日の議会運営の流れを御協議いただきた

いというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

                   ◇                    

○高瀬委員長  それでは、手元メモに従いまして進めてまいりたいと思います。 

まず、１番 追加議案についてと、２番 12月18日の流れ等について、お願いいたします。 

○鈴木議会事務局次長  おはようございます。12月16日付で議案第114号、それから本日12月18日付で議

案第115号の追加議案の送付がございました。これに伴いまして、12月18日の流れ等についてと併せて説

明させていただきます。 

資料の１ページをお開き願います。12月18日の流れ（案）でございます。 

１つ目の枠、現在開催してございます議会運営委員会を暫時休憩した後、２つ目の枠の本会議を開会し、

議案第114号及び第115号について各委員会へ付託いただき、ここで議案の委員会審査等のため、本会議を

暫時休憩といたします。 

続いて、３つ目の枠、総務委員会を開催し、議案に係る報告を受け、その後、４つ目の枠、厚生文教委

員会において、議案第114号の議案審査を行っていただきます。 

続いて、５つ目の枠、補正予算審査特別委員会において、議案第115号の議案審査を行っていただきま

す。６つ目の枠、議会運営委員会では、議案等審査報告を行った後、暫時休憩といたします。 

続いて、７つ目の枠の本会議を開催し、各委員会委員長報告の後、採決を行っていただくという流れと

なってございます。 

次に、暫時休憩を挟みまして、３回目の議会運営委員会の開催となります。こちらは議案第77号、国分

寺市組織条例の一部を改正する条例についてが可決されました場合、国分寺市議会委員会条例において市

の組織を引用している部分の改正が必要となるため、委員会提出議案第４号についての御確認をいただき

ます。議会運営委員会を閉会しました後、本会議を開催し、追加日程第２として議案第106号及び委員会

提出議案第４号について即決いただき、閉会中継続審査等についてお諮りし、本会議を閉会するという流

れとなってございます。 

資料の２ページ上段が、令和７年第４回定例会議事日程（案）となってございます。 

日程第１、日程第２としまして、先ほどの追加議案の議案審査を付託するというものでございます。 

資料下段のほうが、議案付託一覧表（案）でございます。記載のとおり、厚生文教委員会、補正予算審

査特別委員会へ追加議案を付託いたしたいというものでございます。 

３ページには、各委員会における審査事項（案）を載せてございます。 

説明は以上となります。 

○高瀬委員長  ありがとうございます。皆様のほうからよろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高瀬委員長  では、本日、このように進めてまいりたいと思います。 



－ ２ － 

                   ◇                    

○高瀬委員長  それでは、３番 その他はよろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高瀬委員長  それではここで、議会運営委員会を暫時休憩いたします。 

午前９時35分休憩 

 

午後１時32分再開 

○高瀬委員長  それでは、議会運営委員会を再開いたします。 

                   ◇                    

○高瀬委員長  早速ですが、４番 議事日程（追加日程）について、お願いいたします。 

○鈴木議会事務局次長  では、議事日程（追加日程）についてということで、資料のほうをお開きいただ

ければと思います。 

資料の１ページ、令和７年第４回定例会議事日程（追加日程第１）（案）のほうを御覧ください。 

日程第３から各委員会の審査報告となりまして、一括して審査報告をいただき、個別に討論及び採決を

お願いする形となります。 

日程第３から日程第16までは、総務委員長から一括して審査報告の後、個別採決。日程第17から日程第

32までは、厚生文教委員長から一括して審査報告の後、個別採決。その後、日程第33、日程第34の陳情の

審査報告の後、採決。日程第35から日程第39までは、建設環境委員長から一括して審査報告の後、個別採

決。そして日程第40から日程第43までは、補正予算審査特別委員長から一括して審査報告の後、個別採決

となります。 

続きまして、資料の４ページから６ページにかけましては、委員会の議案審査報告一覧となってござい

ます。賛否が分かれた議案につきましては網かけしてございますので、御確認をお願いいたします。なお、

議案第114号につきましては、先ほどの厚生文教委員会において、議案第115号につきましては、補正予算

審査特別委員会において、それぞれ全員賛成により可決となってございます。 

説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○高瀬委員長  ありがとうございます。皆様の方からよろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高瀬委員長  では、このように進めさせていただきます。 

                   ◇                    

○高瀬委員長  では、５番 その他です。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高瀬委員長  それでは、議会運営委員会を暫時休憩といたします。 

午後１時34分休憩 

 

午後３時58分再開 

○高瀬委員長  それでは、議会運営委員会を再開いたします。 

                   ◇                    

○高瀬委員長  手元メモに従いまして進めてまいります。 



－ ３ － 

まず、６番 委員会提出議案について、お願いいたします。 

○鈴木議会事務局次長  それでは、資料の委員会提出議案第４号を御覧いただければと思います。国分寺

市議会委員会条例の一部を改正する条例についてとなります。 

本案につきましては、先ほど議案第77号、国分寺市組織条例の一部を改正する条例についてが可決され

たことに伴いまして、国分寺市議会委員会条例における常任委員会の所管の組織名称を変える必要がある

ため、条例の一部を改正するというものでございます。 

国分寺市議会委員会条例新旧対照表を御覧いただければと思います。 

総務委員会が所管する部署につきまして、政策部が政策経営部、財政法務部に再編されますことから、

それぞれの部を位置づけ、以下１号ずつ繰り下げ、市民生活部を市民部に、併せて建設環境委員会の所管

する部署につきまして、まちづくり部を都市企画部に改めるというものでございます。 

１ページ戻っていただいて、資料の２ページをお開きいただければと思います。 

最下段、附則でございます。この条例は令和８年４月１日から施行したいというものでございます。 

説明は以上です。 

○高瀬委員長  説明ありがとうございました。 

皆様のほうからはよろしいでしょうか、特にありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高瀬委員長  では、このように進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

                   ◇                    

○高瀬委員長  それでは、７番 議事日程（追加日程）について、お願いします。 

○鈴木議会事務局次長  では、続いて資料の令和７年第４回定例会議事日程（追加日程第２）（案）をお

開きいただければと思います。 

日程第44、議案第106号につきましては、議案第107号、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関

する条例の一部を改正する条例についてが可決されたことを踏まえまして、議員の期末手当の支給率の改

定に係る議案の即決をお願いするものでございます。 

続いて、日程第45、委員会提出議案第４号につきましては、先ほど御説明させていただいた議案の即決

をお願いするものでございます。 

日程第46につきましては、閉会中の継続審査についてお諮りし、最後の日程第47の議員派遣については、

閉会中の議員派遣について、議長に御一任いただくことをお諮りするものでございます。 

１枚おめくりいただいて、閉会中継続審査申出等一覧となります。 

一覧に記載されているとおり、閉会中に審査することをお諮りするものでございます。 

説明は以上となります。 

○高瀬委員長  どうもありがとうございます。 

そうしますと、即決議案が２件あるということで、御確認いただけたらと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高瀬委員長  では、そのように進めてまいります。 

                   ◇                    

○高瀬委員長  続きまして、８番 令和８年度議会年間予定についてです。 



－ ４ － 

前回の議会運営委員会でも皆様に御確認をいただいているところです。こちらで本日決定としたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高瀬委員長  では、今、お示ししているもので決定といたしますので、よろしくお願いいたします。 

                   ◇                    

○高瀬委員長  それでは続けます。９番 その他です。 

議長から鈴木議員の欠席等の報告をお願いいたします。 

○尾沢議長  過日、鈴木ちひろ議員から、出産による理由のために、欠席届を受け付けて、それを確認さ

せていただいております。今後の議会運営に関わるということでありますので、この議会運営委員会の場

において私から報告をさせていただきたいと思います。 

欠席の期間につきましては、現在、令和７年12月19日から令和８年３月23日までの期間ということで、

届出をしていただいていると、そういう状況でありますので、御承知おきください。 

○高瀬委員長  よろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○高瀬委員長  では、そのようにお願いいたします。 

                   ◇                    

○高瀬委員長  それでは、10番 次回の議会運営委員会について、お願いします。 

○鈴木議会事務局次長  次回の議会運営委員会については、令和８年１月19日月曜日、午前９時半から、

第３委員会室で予定をしてございますので、よろしくお願いいたします。 

○高瀬委員長  それでは皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午後４時03分閉会 


